
・仲間に入れない・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけて

いるのに意図的に無視する

4．性的虐待

※障害児者にわいせつな行為をすること又は障害児者にわいせつな行為をさせること

【具体的な例】

・性交 ・性的暴カ ・性的行為の強要

・性器や性交 ・性的雑誌やビデオを見るように強いる

．裸にする ・キ スする • 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する

•更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や画像を撮影する

5．経済的虐待

※障害児者の財産を不当に処分すること、そのほか障害児者から不当に財産上の利益を得

ること

【具体的な例】

・障害児者の同意を得ない年金等を流用など財産の不当な処分

• 本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。

・職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる

•本人の同意なしに財産や預貯金を処分 ・ 運用する

・日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない

第 11章虐待を未然に防ぐ心構え

1.管理職、職員の研修、資質向上

・障害児者の人権の尊重や虐待の問題について、管理職、職員に高い意識が必要

・職員各人が支援技術を高め、組織としてもノウハウを共有することが不可欠

・管理者が率先し職員とともに風通し良く働きがいのある職場環境を整える必要

2個別支援の推進

•利用者個々のニーズに応じた個別的な支援を日々実践することが虐待を防止すること

3．開かれた施設運営の推進

・地域住民やボランティアや実習生など多くの人が施設に関わることやサービス評価（自

己評価・第三者評価など）の導入も積極的に検討することが大切

4.実効性のある苦情処理体制の構築

・障害福祉サービス事業所等に対してサービス利用者やその家族からの苦情処理体制を整

備すること等により虐待防止等の措置を講ずること

※職員の人権意識の向上

・職員が自らの行為が虐待などの権利侵害に当たることを自覚していない場合があること

から掲示物を事業所の見やすい場所に掲示し、職員の自覚 ・自省を促す

・倫理網領、行動規範等を定め、職員に周知徹底する



・普段から研修などを通じて職員の人権意識を高める

※職員の知識や技術の向上

・研修などを通して職員の知識や技術、特に行動障害などの特別な支援を必要とする障害児

者の支援に関する知識や技術の向上を図る

・個々の障害児者の状況に応じた個別支援計画を作成するなどして適切な支援を行う

・職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整える他、職員が利用者の権利擁

護に取り組める環境を整備する

12章身体拘束に値する行為とは

※身体拘束について

・障害児者虐待防止法では「正当な理由なく障害児者の身体を拘束すること」は身体的虐待

とされています。身体拘束 ・行動制限が日常化すると、そのことがきっかけとなって利用

者に対する身体的虐待や心理的虐待に至ってしまう危険があります。身体拘束は、行動障

害のある利用者への支援技術が十分でないことが原因の場合が多いので、やむを得ず身

体拘束をする場合であっても、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限

にしなければなりません。また、判断に当たっては適切な手続きを踏むとともに、身体拘

束の解消に向けての道筋を明確にするように取り組みましょう

※身体拘束とは

①車いすやベッドなどに縛り付ける

②手指の機能を制限するために、 ミトン型の手袋を付ける

③行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる

④支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する

⑤行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

＊【具体的な例】身体拘束は利用者の自由を奪うこと。

・スピーチロック ・・・ 「動くな」「危ない」「ダメ」などと言葉で行動を静止すること

・フィジカルロック ・・・居室や建物の玄関に鍵をかける、縛って立たせなくする、身体的

行動を制限すること

・ドラックロック・・・薬で徘徊などの行動を静止する行為

・ベッド柵を 3本以上使用する又不必要な柵を使用すること

(4本でなくとも方麻痺の方なら健側下側に 1本使用でも拘束となる）

・ベッド柵に手や足を縛って動けないようにすること

・ミトン等手指の動きを制限する手袋の使用（五本指も同様 ・鍵つきやひもで縛るもの）

・車椅子や椅子に Y字ベルト、 三角、テーブル等に固定すること

・立ち上がれないような椅子等を使用すること（ふかふかのソファーなど）

・上肢下肢を紐等にて固定すること


